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京都府特定（産業別）最低賃金額の発効について 

― ５業種の発効日は１２月２６日です － 
 

京都府特定（産業別）最低賃金５業種（金属製品製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具

製造業、各種商品小売業、自動車（新車）小売業）については平成２７年１１月２６日に改正決定

し、平成２７年１２月２６日からその効力が発生します。 

京都労働局では、先に発効した京都府最低賃金と併せて、京都府特定（産業別）最低賃金の改正

についても、ポスター、リーフレット等により京都府内の自治体をはじめ、各行政機関、各商工   

会議所・商工会、事業主団体、労働団体、交通機関、教育機関等に対して周知広報の協力を依頼   

しています。   

 

１ 京都府特定（産業別）最低賃金の改正状況は下記のとおりです。 

記 

特定（産業別） 

最低賃金の名称 
区 分 改正金額 引上額 引上率 効力発生年月日 

金属製品製造業最低賃金 時間額 ８６８円 １４円 1.64％ 平成２７年１２月２６日 

電気機械器具製造業最低賃金 時間額 ８６７円 １４円 1.64％ 平成２７年１２月２６日 

輸送用機械器具製造業最低賃金 時間額 ８７３円 １３円 1.51％ 平成２７年１２月２６日 

各種商品小売業最低賃金 時間額 ８１８円 １５円 1.87％ 平成２７年１２月２６日 

自動車（新車）小売業最低賃金 時間額 ８０９円 １９円 2.41％ 平成２７年１２月２６日 
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特定（産業別） 

最低賃金の名称 
区分 

現行金

額 
発 効 日 

印 刷 業 最 低 賃 金 

 

はん用・生産用・業務用機械器具製

造業最低賃金 
時間額 ８２２円 平成２０年１２月２１日 

自 動 車 小 売 業 最 低 賃 金 

 

   

※ 特定（産業別）最低賃金の改正審議を行うには、その最低賃金の適用を受ける労働者又は使用者の 

３分の１以上の者の合意による労働局長への申出を要件としているところ、上記３業種については 

当該申出がなされていないため、今年度は審議されていないものである。 

 

 

 

 最低賃金制度のマスコット チェックマん    

             

                         

               

地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方

の適用を受ける場合は、高い方の最低賃金が適用

されます。平成２７年１０月７日からは京都府 

最低賃金時間額８０７円が適用されます。 

 

時間額については京都府最低賃金８０７円が適用に

なります。ただし、日給制労働者については自動車

小売業最低賃金の日額５，９２６円の適用もあり 

ます。 

２ 今回、下記の３業種については、改正諮問が行われていません。 


